
月額1,000円から

ご支援いただけます

国立研究開発法人国立成育医療研究センターでは、

より充実した成育医療に関する調査、研究並びに

医療の提供を行っていくために、研究開発、教育

研修及び病院運営に対し企業や個人の皆様方から

広く寄付金等を呼びかけています。

国から運営交付金を頂いていますが、これは研究開

発などを行うためのもので、病院運営は基本的に診

療報酬などの医業報酬で賄うことになっています。

お子さんとご家族の継続的な支援のためには、

みなさまのあたたかいご寄付が必要です。

国立成育医療研究センターより国立成育医療研究センターより

ご寄付のお願いご寄付のお願い

国立成育医療研究センターより

ご寄付のお願い

ホスピタル・ファシリティドッグ®︎のマサ



成育　寄付

税法上の優遇措置について

ご寄付の使途

担当：ファンドレイジング室

先進的な医療・研究への支援 子どもと家族の療養環境の整備

優秀な医療者・研究者の育成

紺綬褒章について

ご寄付・協賛に関しては、ホームページよりお問合せください。

03-3416-0181 

当センターは特定公益増進法人として定められています。

ご寄付金をいただく個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。

当センターは、公益のために私財を寄付された方に授与される「紺綬褒章」の

公益団体認定を内閣府より受けています。個人の方は 500 万円以上、団体・企

業は 1,000 万円以上のご寄付をいただいた場合に紺綬褒章授与申請の対象とな

ります。詳しくは、ホームページをご覧ください。

在宅移行後の重い病気の子どもの支援

災害・救急医療提供体制の整備 地域と連携したイベントの開催
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